
第４回　幹事会　議事録

１．日　時　２０２４年７月１９日午前１２時００分～
１．場　所　大阪弁護士会館１００４会議室＋Ｚｏｏｍミーティング
１．出席幹事　
出席幹事の数　　　　　　　リアル９名＋zoom２２名
委任状による出席幹事の数　３０名

　上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので，本幹事会は適法に成立し，幹事長村瀬謙一は本幹事会の議長として副幹事長今井力を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】

１【決議】定時総会（９月総会）開催の件
日時：９月２５日１８時～　大阪弁護士会館２０１・２０２会議室
（１）議案説明：会費減額について
　　　幹事長：昨年度会費減額検討PTが組織され、修習終了１０年未満の若手会員についてのみ会費削減をなすこと、特別拠出金制度は維持することが相当であるとの答申を得た。これについて、去年度幹事会、総会、今年度幹事会において報告・議論を行った結果、賛成意見が得られ、反対意見は見られなかった。
　　　　　　また、現行規則上法曹在職５０年又は７５歳に達した会員は届出によって当該年度以降の会費が免除されることとなっている。しかし、管理の都合上、毎回届出をしていただく運用となっていた。そこで、法曹在職５０年に達した会員は届出がなくとも免除とし、納付の気持ちがある会員は特別拠出金として納付いただくように改正したいと考える。なお、７５歳に達した方については、執行部の把握が困難なので、従前どおりとならざるとえないと考える。
（２）質疑応答
幹事Ａ：年度中に基準を足した場合はどうなるのか。
幹事長：基準日は４月１日である。
幹事Ｂ：第２条２項１号の、免除期間として「当該年度以降」を加筆したほうが良いのではないか。
幹事長：補充させていただく。
（３）決議
まず、開催日時について、令和６年９月２５日１８時から定時総会を開催することにつき、別段の異議なく賛成多数で可決された。
次に、会費規則の改正について、改正案のとおり改正すること、字句修正を正副幹事長に一任いただくことについて、別段の異議なく賛成多数で可決された。

２　民事問題を抱える刑事施設収容者に対する弁護士紹介の件（辻村副会長）
　　刑事施設収容者から弁護士紹介を希望する手紙が届くことがあり、中には支援が相当と考えられるものがある。そこで、要望のうち要件に当てはまるもの（資料参照）について、弁護士を派遣する制度を２０２３年７月から導入している。しかし、まだ名簿に登録している弁護士が少ないため、名簿への登録にご協力いただきたい。なお、刑事施設では事前にFAXをしたら、特別面会として面会できるようになっている。

幹事Ｃ：例えば、医療を受けたいのに受けさせてもらえない等の虐待事案は該当するか。要件④後半の消滅時効の要件を充たさないようにも思える。
辻村副会長：手紙で読み取れる範囲から実質評価して判断することになるが、そこまで厳しく要件該当性を求めているわけではないと考える。
　　　　
３　２０２４年度予算承認の件【決議】
東副幹事長（会計担当）：収入の部は、繰越金額が２４，１５０，０４７円、会費の収入予算額１０００万円は例年通り。現在８１２万円を収めてもらっている。今後督促をしてもう少し増える予定。昨年は特別拠出金をお願いしないということで予算は０としているが、実際収入が２１万円あった。今年は特別拠出金をお願いすることにしている。
支出の部は、経常費はほぼ例年通り計上している。嘱託弁護士の報酬について、引継ぎのために期間が２か月間重なっており、その分の費用を増額した。
政策委員会は７万円減で、年３回の企画を実施すると聞いている。
　広報委員会は前年度と同様。
　親睦委員会は、新入会員の登録が４月になるので、新人歓迎旅行等の実施は翌年度になるが、準備期間の関係から支出がある可能性があるということで計上している。
その他の委員会活動活性化費は、各委員会から実働人数を報告いただき、人数×３０００円で計上した。

かかる議題について承認することについて，別段の異議なく賛成多数で可決された。

４　嘱託弁護士の選任
　　　嘱託の任期は２年で、現行の嘱託の任期が９月末をもって終了する。嘱託は会則１４条１項により幹事長が選任することになっている。そこで、次期嘱託弁護士として７１期の村本健司会員を選任したことを報告する。

５　備品の処分について
　　　前回の幹事会で２０２０年度にウェブ会議を行うために購入した備品に関し、今後使用される見込みがなく、むしろ保管の負担が発生していることからメーリングリストで会員の購入（一括購入）希望を募ること、希望がなければ、しかるべき団体（多重債務者に携わっている団体などを検討中）へ寄付ことの承諾を得た。そこで、MLで公募したが、一括買取の希望はなかったため、しかるべき団体に寄付することにした。
　　
幹事Ｄ：今年度中に譲り渡す予定か。会計監査のため、議事録を詳しめに残しておいてほしい。
幹事長：今年度中の予定である。また進捗を報告する。

６　各種委員会からの活動報告
（１）選考委員会（委員長：村瀬謙一）
河野豊会員から立候補があり、意見書の提出があった。この後１３時から、意見を聞く会が開催される。選考委員会以外も出席できるので、ふるって参加してほしい。

（２）政策委員会（委員長：上田純）資料５
第１回企画は７月２４日。政治と金。貴重な資料もご提供いただいた。参加者が少ないので、ぜひ申し込みいただければ。
第２回企画は１１月１３日。河野先生が長年取り組んでこられた「人権救済・人権調査」がテーマ。
第３回企画は日時未定（来年）。「内部通報・公益通報者保護」がテーマ。

（３）広報委員会（委員長：河野雄介）
　会報秋号を準備中で、順次原稿が集まってきているが、辞退される先生もいらっしゃる。
　　　ニュースレターもは８月号を準備中である。

（４）研修委員会（委員長：山本婦紗子）
　　　①梅乃宿酒造見学と製造体験８月２５日１３時～。親睦委員会との共催。
②春秋の日　９月２０日１８時～＠スミレおおさか
　　　　～松丸先生をお呼びして過労死問題について
③岡口裁判官を講師として行う研修。ハイブリット開催予定
　　　　内容は事実認定、裁判官生活を振り返って、弾劾裁判について
④デジタルツール研修
⑤ビジネスマナー研修

（４）親睦委員会（担当副幹事長：板﨑遼）
サマーフェスはクイズ等も用意しているので、ぜひご参加ください。
その他、地引網・アウトドア企画も９月実施予定。

（５）若手会（世話役代表：前野陽平）
　　浦先生による第１回破産研修及び懇親会を開催し、参加者１６名で好評だった。広瀬先生による「独立は怖くない！」も参加者１６名で、好評であった。
　　今後開催する予定の企画は資料どおり。新しい企画も検討している。
　　

７　大弁会務報告（副会長：松井淑子）
　　　eラーニングサイトはサイバー攻撃により利用停止しており、アクセスできない状況である。
現時点で情報の流失は確認されていない。同じシステムを利用している日弁連のサイトも停止している。
９月頃には臨時で復旧する予定。５０～６０程度の必要研修がアップされる予定。全面の復旧には、作り直しが必要とのことで、早くても年明け頃になりそう。
原因は、Eラーニングサイトのバージョンが古くアップデートをしなくてはいけず、業者に依頼をしていたが、対応が遅れており被害にあった。費用負担について等、システムに強い会員や日弁連とも協議している。単位認定（年度１０単位）や、研修受講義務研修について対応を検討中である。

８　各種行事の案内
　　資料のとおり
　　　　以　　上

